
実施に当たっての課題等

答申 小項目 ～R３ R４ R５ R６ R７ R８ R９～

1
正規職員数の削減（→R8末＝92名）

2
正規職員の年齢構成の是正と昇格の厳格化

3
会計年度任用職員人件費の削減
（→R8＝R2比10％程度削減）

4
人件費の削減（R8＝R2比10％、１億円程度削減）

5
育休職員の補充（会計年度任用職員の充当） 実施済み

〇

6-1
正規職員給料等の減額（R4＝一律5％削減） 削減しない

✖

6-2 管理職手当の削減（R4＝50％削減） 削減しない ✖

7
会計年度任用職員報酬の減額（R4＝一律２％削
減）

削減しない
✖

8 課の統合（R4＝１０課→８課） 実施済み 〇
9 係の再編・統合 実施済み 〇
10 課・係の再編・統合に当たっての留意点 実施済み 〇

11
早期退職者制度の実施（R4・R5の2年限り） 実施済み（R3～5）

〇

12
業務の合理化・効率化の推進

13 公平な人事評価、人材の育成

14 互助会の公費負担の廃止

15 残業代・各種手当の検討

16 目標の確実な達成と検証

17 附属機関の統合

18 委員の任命数の削減（原則10人以下）

19-1

委員数の削減（次期改選R7 ＝16人→14人）

19-2

委員等の報酬の検討（役割強化を踏まえて）

20
農業委員会の機能強化、地域活動の強化

21 地区割の再検討

22

業務の効率化、実態把握

23

議員定数の削減（12人→10～11人）

24

議員報酬の増額

区分
答 申 項 目

大項目

ロードマップ（スケジュール）

〇答申項目の達成状況と今後の実施予定（R4.12時点）

第
一
次

職員数・人件費
の削減

職員給料等
の削減

組織体制の見直し

早期退職制度

その他

第
二
次

附属機関

農業委員会

議会

答申の
達成度



実施に当たっての課題等

答申 小項目 ～R３ R４ R５ R６ R７ R８ R９～

区分
答 申 項 目

大項目

ロードマップ（スケジュール） 答申の
達成度

25

議会に対する町民の関心向上、機能強化

26

美術館の規模縮小（４部屋から半分、管理費用２
千万以下）

27
美術館の利活用の検討（R4中に複合施設として検
討）

28
公共施設の必要性の検討、不要な普通財産の売
却・貸付け等

29
個別施設計画の見直し等による最適な管理運営

30
公共施設等整備基金の充実（庁舎建替えのため
の別途の基金の造成）

31

最適な管理運営方法（町の直営・業務委託・指定
管理者制度等）、厳格な区分経理、客観的なモニタ
リングの実施

32 町による民間用地の借入の適法性の検討

33
文化・観光関連の公共施設のあり方に関する抜本
的な見直し（移転を含む。）

34
（保育園児数の動向を見極めた上での）10年後を
目途とする再編の検討

35 必要最低限の改修（1億円程度）

36 子育て支援の強化

37
（児童数の動向を見極めた上での）10年後を目途と
する再編の検討

38
会染小学校の延命化(再編の検討結果までの間)

39
独自事業との区分経理の厳格化、必要最小限の
指定管理料の積算、客観的なモニタリングの実施

40

まちなかの賑わい創出拠点としての位置付けの明
確化、イベント業務委託のあり方の検討

41
観光拠点としての機能の充実化と観光協会との連
携、ハーブセンター全体としての一体感の連携

42
指定管理者制度の維持、客観的なモニタリングの
実施

43 東西トイレの一体的な管理

44-1
ハーブガーデンのコンセプト明確化による業務委
託内容の大幅な見直し、指定管理者制度の導入

44-2 東西両地区を一体とした将来構想の検討

45

指定管理者制度の導入、独自事業との厳格な区
分経理、必要最小限の指定管理料の積算、客観
的なモニタリングの実施

46
不要な農地の返還、実勢価格を反映した借入料の
引下げ

47 農地法等の法令順守、借入方法の見直し

第
二
次

議会

第
三
次

美術館

まちなかの賑わい拠点施設
（シェアベースにぎわい）

ハーブセンター
（西側地区）

ハーブガーデン
（東側地区）

第

四

次

公共施設全般

保育園

小学校



実施に当たっての課題等

答申 小項目 ～R３ R４ R５ R６ R７ R８ R９～

区分
答 申 項 目

大項目

ロードマップ（スケジュール） 答申の
達成度

48

町内外へのPR、貸し館主体の運営の継続と必要
最低限の人員配置（臨時職員への変更）

49 文化的活動の拠点としての一層の有効活用

50

庁舎の建替計画に関する早急な検討、特定目的
基金の計画的な造成（目標額・期限の明示）

51

職員駐車場（借地部分）の返還とその間までの職
員による応分の負担、徒歩・自転車での通勤の奨
励と近隣駐車場の利用

52
公共施設の役割の明確化、不要な公共施設の普
通財産化・売却・貸付

53
旧教育会館＝書庫以外の用途への可能性の検討

54
浅原六朗文学記念館＝広報の強化、利活用策の
検討

55
岡麓終焉の家＝整備と文化財としての用途の模索

56
金の鈴会館＝あり方に関する早急な検討開始

57
遊休財産の有効活用策の検討と未活用財産の売
却・貸付

58
交流センターかえで東側スペース＝活用策の検討

59

会染西部地区ほ場整備創設非農用地＝町づくりに
資する有効な活用プランの策定と議会・町民の合
意形成

60 現行使用料の維持

61
令和２年度の引上げ分の将来的な見直し、使用料
の減免措置のあり方の検討

62 入場料を徴収する興行等の特例措置の検討

63
補助金による政策誘導効果の発揮（政策目的を達
成するためのインセンティブの付与）

64
補助金の算定根拠の明確化（特に補助割合）

65
補助金の縦割り運用から一体的な運用への転換

社会福祉協議会 66・67
算定根拠の明確化、補助事業と独自事業の事業
割会に見合った補助割合に基づく算定

68 加盟事業者の減少に対応した事業規模の縮小

69
広域連携の促進、新事業の展開など事業規模の
維持・増加

70
イベント中心による事業からの脱却、事業の必要
性・効果の精査と補助金の適正化

71 予算繰越し手続きの事務処理の厳格化

72

観光協会の法人化に伴う独自財源の確保、同協
会による方針・計画の策定と町による検証・議会報
告

社会教育系施設
保健・福祉施設

創造館

庁舎等

その他の施設・土地

公共施設の使用料

第
五
次

補助金の
適正化

全般的な課題

商工会

観光協会等

第

四

次



実施に当たっての課題等

答申 小項目 ～R３ R４ R５ R６ R７ R８ R９～

区分
答 申 項 目

大項目

ロードマップ（スケジュール） 答申の
達成度

73・74
デジタル化・DXの推進による効率的・効果的な事
務運営の実行、基本計画の策定・公表

75 高齢者などのデジタル弱者への拝領

76 個人情報の保護、セキュリティの確保

77 町民目線に立った行政サービスの質の向上

78
理事者、管理者のマネージメント能力（統治遂行
力）の向上

79 規律ある職場環境の実現

80
職務能力の向上（組織的な育成、デジタル人材の
採用）

81

地域住民との結びつきの強化（自治会パートナー
制度の積極的な活用、住民相談の改善）

82 行政情報の積極的な公開

83

情報公開の質の向上（ホームページの充実、自治
会を通じた回覧・配布文書の内容の工夫）、積極的
な情報開示

第
五
次

事務・事業
の見直し

デジタル化による
変革（DX）の推進

行政サービスの
質の向上

情報公開等の徹
底


